
令和２年４月２８日  

小・中学校 保護者 様 

大津町教育委員会 

 

   新型コロナウイルス感染症対策に伴う 

小・中学校の臨時休業（休校）の延長について（お知らせ） 

 

 保護者の皆様におかれましては、感染症感染拡大防止を目的とした小・中学校の休校

措置に対し御理解・御協力をいただきありがとうございます。 

県内では、依然として感染者の増加傾向に歯止めがかからず、令和２年４月２７日付

けで熊本県教育委員会から、県立学校の臨時休業延長に伴い、市町村教育委員会にも適

切な対応を求められました。 

大津町教育委員会としましても、大津町対策本部からの要請を踏まえ、児童生徒の安

全確保を最重要課題とし、下記のとおり町内小・中学校の臨時休業（休校）を延長する

ことにいたしました。 

なお、臨時休業（休校）の延長に伴い、今後とも児童生徒の健康面、生活面、学習面

等に関する確認を行うため、感染症予防対策を十分講じたうえで、各学校において登校

日を設定します。 

今回の臨時休業（休校）延長で保護者の皆様には更なるご負担とご心配をおかけいた

しますが、休業延長の趣旨を御理解いただき、各家庭における感染症感染予防対策にも

引き続きご協力いただきますよう重ねてお願い申し上げます。 

記 

１ 臨時休業（休校）の期間 

  令和２年５月７日（木）～令和２年５月３１日（日） 

 

２ 臨時休業（休校）期間の登校日について 

  今後の感染者数の推移を勘案しながら、週１～２回の登校日を設定してまいります。

期日については、各学校からお知らせいたします。 

 

３ 児童生徒の学習指導について 

  新年度の学習に著しい遅れが生じることのないよう、町教育委員会と学校が連携し、

年間の教育課程を見直しながら必要な措置を講じてまいります。 

  ①町内の全小・中学校で作成した共通の計画に基づき、教科書に沿った課題や家庭

での学びのポイント等を示します。 

  ②学年に応じた１日の時間割（例）を示しながら、１週間を単位とした学習計画を

立て、見通しと計画性をもった家庭学習を促します。 

  ③以上の内容について、登校日において確認及び翌週の指導等を行います。 

※なお、詳細については、各学校からお知らせいたします。 

  また、お子様の学習その他に関して不安なことがある場合は、遠慮なく学校までご

相談ください。 

 

４ 臨時休業（休校）中の児童・生徒の受け入れについて 

  臨時休業延長に伴い、各学校で学童利用者以外の児童・生徒の受け入れも延長いた

します。詳細は、「臨時休業延長に伴う児童・生徒の受け入れについて（通知）」にて

お知らせします。ご確認ください。 



 

令和２年４月２８日   

 大津中学校保護者 様 

                                                大津町立大津中学校       

                                                        校長  浦田 安之 

   新型コロナウイルス感染症対策に伴う 

    小・中学校の臨時休業（休校）の延長について（お知らせ） 

 

 保護者の皆様におかれましては、感染症感染拡大防止を目的とした本校の休校措置に

対し御理解・御協力をいただきありがとうございます。 

  本校では、大津町教育委員会と協議を重ね、今後とも生徒の健康面、生活面、学習面

等に関する確認を行うため、感染症予防対策を十分講じたうえで、登校日を下記のと

おり設定します。 

  今回の臨時休業（休校）延長で保護者の皆様には更なるご負担とご心配をおかけいた

しますが、休業延長の趣旨を御理解いただき、各家庭における感染症感染予防対策に

も引き続きご協力いただきますよう重ねてお願い申し上げます。 

                                      記 

１ 臨時休業（休校）の期間 

  令和２年５月７日（木）～令和２年５月３１日（日） 

 

２ 臨時休業（休校）期間の登校日について 

 ○１年生・・・５月１１日（月）、１８日（月）、２５日（月） 

 ○２年生・・・５月１２日（火）、１９日（火）、２６日（火） 

 ○３年生・・・５月１３日（水）、２０日（水）、２７日（水） 

 ※感染症感染拡大の状況を見て、５月第３週（５月１８日～）から、登校日を２日間 

にすることがあります。その際は、安心・安全メールで事前にお知らせいたします。 

 

３ 児童生徒の学習指導について 

  新年度の学習に著しい遅れが生じることのないよう、年間の教育課程を見直しなが

ら必要な措置を講じてまいります。 

①各教科の計画に基づき、教科書に沿った課題や家庭での学びのポイント等を 

動画や登校日に生徒に示します。 

  ②学年に応じた学習課題を提示し、学習のポイントを生徒に示します。 

 

４ 臨時休業（休校）中の児童・生徒の受け入れについて 

  臨時休業延長に伴い、各学校で学童利用者以外の児童・生徒の受け入れも延長いた

します。詳細は、「臨時休業延長に伴う児童・生徒の受け入れについて（通知）」を添

付しておりますので、ご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 



令和２年４月２８日  

町内小・中学校保護者 様 

大津町教育委員会       

教育長 吉良 智恵美    

 
   小・中学校臨時休業延長に伴う児童・生徒の受け入れについて（通知） 
 このことについて、下記のとおり臨時休業に伴い、学童利用者以外の児童生徒の受
け入れを実施いたします。 

つきましては、下記の内容と「学童利用者以外の児童・生徒受け入れ 注意事項」に
ついて十分に確認をお願いします。 

なお、御家庭で毎朝の検温結果と健康状態を健康観察カードに記録していただき、責
任をもって健康状態の把握に努めていただきますようお願いします。 

記 

１ 対象児童・生徒（学童利用者以外） 
（１）家庭あるいは関係機関での対応調整がつかない特別支援学級の児童生徒 
（２）保護者が面倒をみることができない小学１年生から小学３年生までの児童（４年

生以上に兄姉関係がいない児童） 
（３）その他、特別な事情がある児童生徒 
 
２ 受け入れ日時 
  令和２年５月７日（水）～令和２年５月２９日（金） 

午前８時～午後３時 
※ 土、日、祝日を除く。 

 
３ 受け入れ先 
  児童生徒の各在籍校 
 
４ 申し込み 
① 申込みについて 
中学生については、申込書を受け入れ日時前までに中学校へご提出ください。 
※ 児童生徒を通じて提出可  

 ②新規の申込みについて 
   随時受け入れを行います。なお、申し込まれる場合、準備等の対応がありますの

で事前に学校へ電話連絡をお願いします。 
 
５ その他 
・持参物（健康観察カード、筆記用具，お弁当など） 
・給食はなし 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ き り と り ・・・・・・・・・・・・・ 
申込書（臨時休業中の受け入れについて） 

 今回の臨時休業中の受け入れを申し込みます。 
  
 
学校名（            ）  学年（     ） 

名 前（             ） 
令和２年  月  日         保護者名（          印 ） 
 
【この受け入れを利用しなければならない理由】※必ず書いてください。 

 

 


